
◎独立行政法人日本原子力研究開発機構法 
（平成一六年一二月三日法律第一五五号）   

一、提案理由（平成一六年一一月五日・衆議院文部科学委員会） 

○中山国務大臣 このたび、政府から提出いたしました独立行政法人日本原子力研究開

発機構法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 特殊法人等改革につきましては、平成十三年六月に成立した特殊法人等改革基本法に

のっとり、同年十二月に特殊法人等整理合理化計画が策定されたところであります。 

 この法案は、特殊法人等整理合理化計画の実施の一環として、特殊法人である日本原

子力研究所及び核燃料サイクル開発機構を解散した上で統合し、新たに原子力に関する

研究開発を総合的に実施する独立行政法人日本原子力研究開発機構を設立するためのも

のであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、本独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めております。 

 第二に、本独立行政法人の役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置くこと

とし、監事を除く役員数を現在の役員数と比較して大幅に削減することとしております。 

 第三に、積立金の処分方法、権利義務の承継、主務大臣等について定めるほか、所要

の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、独立行政法人日本原子力研究開発機構法案の提案理由及びその内容の概要で

あります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようにお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成一六年一一月一一日）   

○斉藤鉄夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、日本原子力研究所及

び核燃料サイクル開発機構を解散して独立行政法人日本原子力研究開発機構を設立する

こととし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その

主な内容は次のとおりであります。 

 第一に、機構は、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを

確立するための高速増殖炉の開発等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準

向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とすること、 

 第二に、機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くこととするとともに、副理

事長一人及び理事七人以内を置くことができるものとすること、 

 第三に、機構は、業務として、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究、核燃料サ

イクルを技術的に確立するために必要な業務並びに原子力に関する研究者及び技術者の

養成等を行うものとすること、 



 第四に、主務大臣は、中期目標を定め、またはこれを変更しようとするときは、あら

かじめ原子力委員会の意見を聞かなければならないものとすること 

などであります。 

 本案は、十一月四日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に

付託されました。 

 本委員会におきましては、翌五日中山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、昨

十日質疑を行い、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月一○日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 独立行政法人日本原子力研究開発機構への移行に当たっては、自律的・効率的に運

営を行うという独立行政法人制度の趣旨が十分発揮されるよう、その運用に万全を期

すること。 

二 独立行政法人日本原子力研究開発機構における研究開発が適切かつ十分に行われ、

我が国の原子力施策の立案・実施に資するよう、必要な措置を講ずること。特に、中

期目標及び中期計画の作成及び認可に際しては、原子力委員会の策定する長期計画と

の整合性の確保を図り、我が国の原子力施策が総合的、計画的かつ安定的に進められ

るよう努めること。 

三 業績評価等を行うに当たっては、独立行政法人日本原子力研究開発機構の行う研究

開発の特性を踏まえ、適切な評価が実施されるよう十分配慮するとともに、その評価

体制・手法について継続的に見直し、改善を行うこと。 

四 独立行政法人日本原子力研究開発機構は、原子力基本法に定める平和の目的、安全

の確保及び民主・自主・公開の基本方針を十分尊重して原子力に関する研究開発を実

施すること。また、技術力の水準が保たれ、研究開発の成果が十分に得られるよう、

自律的かつ創造的な研究開発環境の確保に努めること。 

五 独立行政法人日本原子力研究開発機構の運営に当たっては、透明性の確保に留意し、

情報公開の徹底に努めること。その際、研究開発の成果の公開のための適切な基準を

作成するとともに、役職員の守秘義務が濫用されたりすることのないよう十分配慮す

ること。 

六 理事長の選任においては、原子力に関する分野に造詣の深い適切な人材を広く内外

から起用するよう十分配慮すること。その他の役員の選任についても同様とすること。 

七 独立行政法人日本原子力研究開発機構は、多岐にわたる原子力に関する研究開発の

均衡ないし重点化を適正に図り、研究資源の効果的な活用に努めること。また、原子



力分野の人材の養成にも配慮し、大学や民間企業との連携の推進に努めること。 

八 独立行政法人日本原子力研究開発機構への移行に当たっては、これまで維持されて

きた職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に十分配慮すること。 

九 原子力に関する施策は、我が国のエネルギー政策や科学技術振興等の見地から重要

な意義を有することにかんがみ、その適切な推進に努めるとともに、国民的議論の継

続による合意形成、安全審査機能の強化・拡充、立地地域からの信頼の確保、実効性

の高い防災体制の整備等に引き続き努めること。その際、原子力委員会や原子力安全

委員会は、多様な国民の意見や要望等を十分反映して、企画・審議等を行うこと。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成一六年一一月二六日）   

○亀井郁夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施

に資するため、日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構を解散して独立行政法人

日本原子力研究開発機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する

事項を定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人からの意見聴取を行うとともに、原子力基本法に定め

る平和目的、安全確保、民主・自主・公開の基本方針を踏まえた原子力行政の重要性、

二法人を統合し、独立行政法人化する経緯と業務運営上の課題、放射性廃棄物処理等の

今後の在り方と新法人が果たすべき役割等について質疑が行われましたが、その詳細は

会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 なお、本法律案の審査に先立ちまして、日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機

構両施設の視察も実施いたしました。 

 質疑を終局した後、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小林委員より反

対の意見が述べられ、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月二五日） 

 政府及び関係者は、原子力行政及び原子力の研究開発利用を行うに当たって、原子力

基本法に定める平和の目的、安全の確保及び民主・自主・公開の基本方針に徹すること

により、国民の信頼を確保し、人類社会の福祉向上に資する姿勢の重要性を、改めて確

認するとともに、設立される独立行政法人日本原子力研究開発機構に関し、次の事項に

ついて特段の配慮をすべきである。 

一、独立行政法人日本原子力研究開発機構への移行に当たっては、自律的・効率的に運

営を行うという独立行政法人制度の趣旨を踏まえつつ、原子力研究開発利用に係る安

全の確保に万全を期すること。 



二、独立行政法人日本原子力研究開発機構における研究開発が適切かつ十分に行われ、

我が国の国策として進められてきた原子力施策の立案・実施に資するよう、必要な措

置を講ずること。特に、中期目標及び中期計画の作成及び認可に際しては、原子力委

員会の策定する長期計画及び原子力安全委員会の策定する原子力の安全確保に関する

基本政策との整合性の確保を図り、機構の施設の廃止措置等を含め、国の責務におい

て我が国の原子力施策が総合的、計画的かつ安定的に進められるよう努めること。 

三、業績評価等を行うに当たっては、独立行政法人日本原子力研究開発機構の行う研究

開発の特性を踏まえ、適切な評価が実施されるよう十分配慮するとともに、その評価

体制・手法について継続的に見直し、改善を行うこと。 

四、独立行政法人日本原子力研究開発機構の運営に当たっては、透明性の確保に留意し、

情報公開の徹底に努めること。その際、研究開発の成果の公開のための適切な基準を

作成するとともに、役職員の守秘義務が濫用されたりすることのないよう十分配慮す

ること。また、機構自ら外部の関係者や有識者等の意見や評価を聴取し、尊重する仕

組みについても検討すること。 

五、理事長の選任においては、原子力に関する分野に造詣の深い適切な人材を広く内外

から起用するよう十分配慮すること。その他の役員の選任についても同様とすること。

なお、主務大臣が原子力委員会の意見と異なる判断をせざるを得ない場合には、その

合理的な理由について原子力委員会に対して説明責任を果たすこと。 

六、独立行政法人日本原子力研究開発機構は、多岐にわたる原子力に関する研究開発の

均衡ないし重点化を適正に図り、研究資源の効果的な活用に努めるとともに、自らの

施設の廃止措置等を確実に行うこと。また、技術力の維持・向上が図られ、研究開発

の成果が十分に得られるよう、自律的かつ創造的な研究開発環境の確保に努めるとと

もに、原子力分野の人材の養成にも配慮し、大学、民間企業等との連携の推進に努め

ること。 

七、独立行政法人日本原子力研究開発機構への移行に当たっては、従業員の雇用の安定

を含め、これまで維持されてきた良好な労働関係に十分配慮すること。 

八、原子力に関する施策は、我が国のエネルギー政策や科学技術振興等の見地から重要

な意義を有することにかんがみ、その適切な推進に努めるとともに、国民的議論の継

続による合意形成、安全審査機能の強化・拡充、立地地域からの信頼の確保、実効性

の高い防災体制の整備等に引き続き努めること。その際、原子力委員会や原子力安全

委員会は、多様な国民の意見や要望等を十分反映して、企画・審議等を行うこと。 

九、独立行政法人日本原子力研究開発機構の設立後においても、動燃改革の精神が維

持・尊重されるよう、今後とも、役職員の意識改革の推進、地元重視、広報活動の徹

底等社会性のある運営を図るとともに、国際社会への貢献・協力にも努めること。 

  右決議する。 


